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は し が き

この報告書は、各市町村が推計した平成２１年度市町村民経済計算の結果を取りまとめたものです。

市町村民経済計算は、各市町村内における経済活動によって１年間（会計年度）に新たに生産された価値

（付加価値）の流れを、生産、分配の二面から捉え、地域社会における市町村経済の実態把握に資するもの

です。

この結果は、県、市町村はもとより、各方面において地域経済の分析や各種行政施策の基礎資料として、

幅広く活用されるものと期待しています。

推計の方法は、市町村が独自に計数を収集するとともに、「県民経済計算標準方式推計方法」に準拠した県

民経済計算結果を利用し、各種の統計数値による按分等により算出しています。

複雑な経済の動きを的確に捉えるためには、資料の制約、推計範囲の限定など多くの課題があり、研究、改

善の余地が未だ残されています。今後とも市町村との協力のもとに更に研究を重ね、精度を高めていきたいと

考えています。

終わりに、各市町村並びに貴重な資料を提供していただいた関係各位に対し、厚くお礼を申し上げます。

平成２４年３月

群馬県企画部長 細野 初男





利 用 上 の 注 意 等

１ 利用上の注意

(1)統計表中の数値は、単位未満を四捨五入したため、総数と内訳とが一致しない場合がある。

(2)前年度値については、遡及改訂しているため、比較に当たっては留意する必要がある。

２ 統計表の増加率は、次式により算出した。

当年度の計数

－１ × （前年度の計数の符号） × １００

前年度の計数

３ 県内広域市町村圏別市町村名

広域市町村圏名 市 町 村 名

前橋 広 域 市 町 村 圏 前橋市

高崎市等 〃 高崎市 安中市

渋川地区 〃 渋川市 榛東村 吉岡町

多野藤岡 〃 藤岡市 上野村 神流町

富岡甘楽 〃 富岡市 下仁田町 南牧村 甘楽町

吾妻 広 域 町 村 圏 中之条町 長野原町 嬬恋村 草津町 高山村 東吾妻町

利根沼田 広域市町村圏 沼田市 片品村 川場村 昭和村 みなかみ町

伊勢崎佐波 〃 伊勢崎市 玉村町

桐生市外六か町村 〃 桐生市 みどり市

東 毛 〃 太田市 館林市 板倉町 明和町 千代田町 大泉町 邑楽町

※市町村合併が行われているが、今回の市町村民経済計算は平成２１年度のものであるため、

平成２２年３月３１日時点の市町村区分で推計を行った。

４ その他

群馬県統計情報提供システム（http://toukei.pref.gunma.jp/）でもダウンロードが可能となって

おりますので、併せて御利用ください。
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（第１表） 市町村内総生産

19年度 20年度 21年度 20年度 21年度 19年度 20年度 21年度 20年度 21年度

（百万円） （百万円） （百万円） （％） （％） （百万円） （百万円） （百万円） （％） （％）

前 橋 市 1,254,558 1,192,267 1,161,839 -5.0 -2.6 甘 楽 町 38,924 37,187 33,846 -4.5 -9.0

高 崎 市 1,328,691 1,228,760 1,202,776 -7.5 -2.1 中之条町 56,786 55,132 54,739 -2.9 -0.7

桐 生 市 329,492 303,078 310,085 -8.0 2.3 長野原町 29,177 27,615 26,479 -5.4 -4.1

伊勢崎市 803,532 775,163 759,486 -3.5 -2.0 嬬 恋 村 47,445 46,781 45,030 -1.4 -3.7

太 田 市 1,115,213 985,587 981,847 -11.6 -0.4 草 津 町 38,342 37,886 37,472 -1.2 -1.1

沼 田 市 161,126 155,781 149,005 -3.3 -4.3 高 山 村 10,973 10,663 10,632 -2.8 -0.3

館 林 市 289,301 283,444 296,704 -2.0 4.7 東吾妻町 54,845 56,761 55,999 3.5 -1.3

渋 川 市 306,698 301,088 285,122 -1.8 -5.3 片 品 村 23,410 22,113 21,294 -5.5 -3.7

藤 岡 市 220,534 207,298 211,201 -6.0 1.9 川 場 村 11,398 11,452 11,478 0.5 0.2

富 岡 市 201,143 179,944 188,148 -10.5 4.6 昭 和 村 23,149 24,994 26,780 8.0 7.1

安 中 市 234,880 224,961 217,642 -4.2 -3.3 みなかみ町 87,423 82,915 82,056 -5.2 -1.0

総 生 産 増 加 率

市 町 村 市 町 村

総 生 産 増 加 率

みどり市 140,496 134,800 129,506 -4.1 -3.9 玉 村 町 123,464 116,484 108,919 -5.7 -6.5

榛 東 村 28,335 28,575 28,425 0.8 -0.5 板 倉 町 42,063 41,086 41,076 -2.3 0.0

吉 岡 町 41,926 41,795 43,578 -0.3 4.3 明 和 町 49,786 49,653 44,614 -0.3 -10.1

上 野 村 6,989 6,573 7,093 -5.9 7.9 千代田町 132,962 134,613 130,541 1.2 -3.0

神 流 町 8,716 8,488 8,475 -2.6 -0.2 大 泉 町 278,512 233,708 214,082 -16.1 -8.4

下仁田町 26,356 27,386 25,683 3.9 -6.2 邑 楽 町 89,910 82,097 84,576 -8.7 3.0

南 牧 村 6,518 6,532 6,550 0.2 0.3 県 計 7,643,075 7,162,661 7,042,778 -6.3 -1.7

（注）近年、多くの市町村合併がありましたが、平成２１年度末現在の市町村ごとの推計となっています。
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（第２表） 市町村民所得

19年度 20年度 21年度 20年度 21年度 19年度 20年度 21年度 20年度 21年度

（百万円） （百万円） （百万円） （％） （％） （百万円） （百万円） （百万円） （％） （％）

前 橋 市 1,199,666 1,129,839 1,117,139 -5.8 -1.1 甘 楽 町 40,196 38,341 36,904 -4.6 -3.7

高 崎 市 1,268,094 1,206,233 1,166,414 -4.9 -3.3 中之条町 52,360 49,008 47,882 -6.4 -2.3

桐 生 市 350,845 328,395 309,222 -6.4 -5.8 長野原町 17,396 16,328 15,796 -6.1 -3.3

伊勢崎市 695,437 648,162 614,274 -6.8 -5.2 嬬 恋 村 26,454 25,989 25,814 -1.8 -0.7

太 田 市 783,431 702,974 650,957 -10.3 -7.4 草 津 町 21,486 20,536 20,693 -4.4 0.8

沼 田 市 136,513 130,064 127,335 -4.7 -2.1 高 山 村 9,338 9,058 8,950 -3.0 -1.2

館 林 市 251,079 238,266 233,494 -5.1 -2.0 東吾妻町 44,846 40,890 40,898 -8.8 0.0

渋 川 市 267,569 236,895 231,385 -11.5 -2.3 片 品 村 12,712 11,619 11,502 -8.6 -1.0

藤 岡 市 219,932 200,715 198,851 -8.7 -0.9 川 場 村 8,315 8,306 8,650 -0.1 4.1

富 岡 市 156,381 146,468 148,318 -6.3 1.3 昭 和 村 22,705 18,196 22,454 -19.9 23.4

安 中 市 270,844 195,322 198,708 -27.9 1.7 みなかみ町 64,181 57,515 55,872 -10.4 -2.9

みどり市 154,892 149,234 138,950 -3.7 -6.9 玉 村 町 127,770 116,451 113,193 -8.9 -2.8

榛 東 村 42,009 39,097 41,685 -6.9 6.6 板 倉 町 45,297 42,451 40,709 -6.3 -4.1

吉 岡 町 59,220 56,779 55,784 -4.1 -1.8 明 和 町 44,171 33,310 32,456 -24.6 -2.6

上 野 村 3,000 2,931 2,837 -2.3 -3.2 千代田町 38,322 34,273 34,542 -10.6 0.8

神 流 町 4,715 4,130 4,129 -12.4 0.0 大 泉 町 149,161 136,987 131,882 -8.2 -3.7

下仁田町 23,179 21,721 19,463 -6.3 -10.4 邑 楽 町 92,682 77,990 81,086 -15.9 4.0

南 牧 村 4,955 4,538 4,021 -8.4 -11.4 県 計 6,709,151 6,179,011 5,992,247 -7.9 -3.0

（注）近年、多くの市町村合併がありましたが、平成２１年度末現在の市町村ごとの推計となっています。

総 所 得 増 加 率

市 町 村 市 町 村

総 所 得 増 加 率
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（第３表） １人当たり市町村民所得

19年度 20年度 19年度 20年度

実 額 実 額 実 額 対県比 増加率 実 額 実 額 実 額 対県比 増加率

（千円） （千円） （千円） （％） （％） （千円） （千円） （千円） （％） （％）

前 橋 市 3,521 3,317 3,281 110.1 -1.1 甘 楽 町 2,865 2,760 2,684 90.1 -2.8

高 崎 市 3,451 3,271 3,152 105.8 -3.6 中之条町 2,767 2,622 2,595 87.1 -1.0

桐 生 市 2,795 2,643 2,514 84.4 -4.9 長野原町 2,743 2,620 2,581 86.6 -1.5

伊勢崎市 3,403 3,157 2,978 100.0 -5.7 嬬 恋 村 2,499 2,487 2,503 84.0 0.6

太 田 市 3,651 3,267 3,016 101.2 -7.7 草 津 町 2,896 2,802 2,858 95.9 2.0

沼 田 市 2,604 2,498 2,464 82.7 -1.4 高 山 村 2,238 2,218 2,241 75.2 1.0

館 林 市 3,174 3,019 2,965 99.5 -1.8 東吾妻町 2,742 2,538 2,577 86.5 1.6

渋 川 市 3,118 2,787 2,749 92.3 -1.4 片 品 村 2,423 2,264 2,293 77.0 1.3

藤 岡 市 3,199 2,930 2,915 97.8 -0.5 川 場 村 2,043 2,069 2,184 73.3 5.6

富 岡 市 2,946 2,776 2,830 95.0 1.9 昭 和 村 2,942 2,367 2,934 98.5 23.9

安 中 市 4,345 3,155 3,232 108.5 2.4 みなかみ町 2,850 2,599 2,571 86.3 -1.1

みどり市 2,977 2,871 2,675 89.8 -6.8 玉 村 町 3,369 3,081 3,005 100.9 -2.5

榛 東 村 2,949 2,736 2,909 97.6 6.3 板 倉 町 2,866 2,692 2,586 86.8 -3.9

吉 岡 町 3,157 2,972 2,867 96.2 -3.5 明 和 町 3,917 2,960 2,891 97.0 -2.3

上 野 村 2,079 2,096 2,098 70.4 0.1 千代田町 3,315 2,973 3,004 100.8 1.0

神 流 町 1,817 1,643 1,697 57.0 3.3 大 泉 町 3,640 3,363 3,257 109.3 -3.1

下仁田町 2,402 2,309 2,125 71.3 -8.0 邑 楽 町 3,403 2,871 2,992 100.4 4.2

南 牧 村 1,817 1,727 1,592 53.4 -7.9 県 計 3,325 3,067 2,979 100.0 -2.9

（注）近年、多くの市町村合併がありましたが、平成２１年度末現在の市町村ごとの推計となっています。

市 町 村 市 町 村

21年度 21年度
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（参考表）市町村別総人口（１０月１日現在）

H19.10.1 H20.10.1 H21.10.1 H19.10.1 H20.10.1 H21.10.1

(人） (人） (人） (人） （人） （人）

前 橋 市 340,699 340,595 340,493 甘 楽 町 14,031 13,891 13,750

高 崎 市 367,492 368,779 370,065 中 之 条 町 18,924 18,688 18,451

桐 生 市 125,510 124,247 122,983 長 野 原 町 6,342 6,232 6,121

伊 勢 崎 市 204,348 205,298 206,249 嬬 恋 村 10,586 10,450 10,314

太 田 市 214,557 215,186 215,815 草 津 町 7,420 7,330 7,239

沼 田 市 52,430 52,057 51,683 高 山 村 4,173 4,083 3,994

館 林 市 79,104 78,930 78,755 東 吾 妻 町 16,358 16,113 15,869

渋 川 市 85,819 84,994 84,169 片 品 村 5,246 5,131 5,015

藤 岡 市 68,758 68,492 68,227 川 場 村 4,070 4,015 3,961

富 岡 市 53,091 52,754 52,417 昭 和 村 7,718 7,686 7,653

安 中 市 62,329 61,903 61,478 みなかみ町 22,520 22,126 21,731

み ど り 市 52,029 51,986 51,943 玉 村 町 37,921 37,798 37,674

榛 東 村 14,244 14,288 14,331 板 倉 町 15,803 15,772 15,741

吉 岡 町 18,757 19,105 19,454 明 和 町 11,277 11,253 11,228

上 野 村 1,443 1,398 1,352 千 代 田 町 11,559 11,528 11,498

神 流 町 2,595 2,514 2,433 大 泉 町 40,981 40,739 40,496

下 仁 田 町 9,651 9,405 9,158 邑 楽 町 27,234 27,166 27,097

南 牧 村 2,727 2,627 2,526 県 計 2,017,746 2,014,559 2,011,363

市 町 村市 町 村

資料：平成17年・平成22年国勢調査結果から補間により求めた値を使用しています。
(平成22年3月31日現在の市町村に編集してあります。）
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（第１図） 総生産の対前年度増加率
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（第２図） １人当たり市町村民所得
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平成２１年度市町村民経済計算 結果の概要

１ 県経済の概況

平成２１年度の本県経済をみると、前年のリーマン･ショックの影響による悪化からの緩やかな持ち直しの

動きを続けたものの、リーマン･ショック以前の水準には至らなかった。雇用環境は、有効求人倍率が低水準

で推移するなど厳しい状況が続き、雇用者数は４年連続減少した。

平成２１年度の県内総生産は名目で７兆４２８億円となり、名目経済成長率は１.７％減（平成２０年度

６.３％減）と３年連続で減少した。価格変動を取り除いた実質経済成長率は２.２％減（平成２０年度４.９

％減）と、２年連続の減少となった。

２ 市町村内総生産

（１）概況

平成２１年度の市町村内総生産は、３５市町村の合計で７兆４２８億円、対前年度比１.７％減（平

成２０年度６.３％減）となった。これを市町村別にみると、１０市町村で前年度を上回り、２５市町

村で前年度を下回った。（１頁 第１表参照）

これを広域市町村圏別にみたのが第４表である。生産規模は、東毛が約１兆７９３４億円（県計

に占める割合２５.５％）で最も大きく、次いで高崎市等が約１兆４２０４億円（同２０.２％）、

前橋が約１兆１６１８億円（同１６.５％）となっており、これら３広域市町村圏において、県全

体の総生産の６割以上を占める。２１年度の動向をみると、前年度に比べて７広域圏で減少してお

り、最も減少率が大きかったのは渋川地区（３.９％減）で、次いで前橋、伊勢崎佐波（２.６％

減）であった。一方、増加したのは多野藤岡（２.０％増）、富岡甘楽（１.３％増）等となってい

る。

（２）産業別の動向

平成２１年度の市町村内総生産を広域市町村圏別にみると、第１次産業は、すべての広域市町村圏で減少

した。内訳をみると、農業及び林業はすべての地域で減少し、水産業は東毛（１０.６％増）など２地域で

増加し、前橋（１１.０％減）など８地域で減少した。

第２次産業は、多野藤岡（５.９％増）など４広域市町村圏で増加し、渋川地区（１０.０％減）など６広

域市町村圏で減少した。内訳をみると鉱業はすべての地域で減少し、建設業は渋川地区（１.６％増）など

５地域で増加し、東毛（３.０％減）など５地域で減少した。第２次産業の８割以上を占める製造業は、桐

生市外（７.８％増）など４地域で増加し、渋川地区（１３.０％減）など６地域で減少した。

第３次産業は、すべての広域市町村圏で減少した。内訳をみると、卸売・小売業は、吾妻（０.２％増）

など２地域で増加し、前橋（１３.８％減）など８地域で減少した。また、不動産業はすべての地域で増加

し、金融・保険業及びサービス業はすべての地域で減少した。

（第４表）平成２１年度広域市町村圏別産業別市町村内総生産

第 １ 次 産 業 第 ２ 次 産 業 第 ３ 次 産 業 市 町 村 内 総 生 産

広域市

町村圏 総生産 増加率 総生産 増加率 総生産 増加率 総生産 増加率

（億円） （％） （億円） （％） （億円） （％） （億円） （％）

前 橋 195 -2.2 2,414 2.9 9,727 -4.1 11,618 -2.6

高崎市等 133 -2.2 3,796 -2.9 10,847 -2.3 14,204 -2.3

渋川地区 96 -0.9 1,036 -10.0 2,548 -1.4 3,571 -3.9

多野藤岡 26 -1.4 851 5.9 1,450 -0.5 2,268 2.0

富岡甘楽 47 -4.0 994 5.1 1,585 -1.3 2,542 1.3

吾 妻 149 -1.2 349 -2.2 1,862 -2.1 2,304 -1.9

利根沼田 130 -1.8 569 -3.8 2,290 -2.1 2,906 -2.2

伊勢崎佐波 89 -0.6 3,960 -3.9 4,818 -1.8 8,684 -2.6

桐生市外 77 -1.3 1,122 5.1 3,367 -1.4 4,396 0.4

東 毛 183 -0.4 9,170 -0.6 8,977 -1.6 17,934 -0.9

県 計 1,126 -1.5 24,261 -1.0 47,471 -2.3 70,428 -1.7

(注）億円未満は各項目ごとに四捨五入してあるため、内訳と合計とが一致しない場合がある。

（注）市町村内総生産は総資本形成に係る消費税・帰属利子控除及び輸入品に課される税・関税加算後のため、

各産業の合計とは一致しない。
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（３）広域市町村圏別シェア

産業別に広域市町村圏の占めるシェアをみると、最大のシェアを占めるのは、第１次産業は前橋(１７.３

％）、第２次産業は東毛（３７.９％）、第３次産業は高崎市等（２２.９％）となっている。（第３図参照）

（第３図）産業別市町村内総生産の広域市町村圏別シェア

（４）広域市町村圏の産業構造

本県の産業構造を市町村内総生産の産業別割合でみると、第１次産業が１.５％、第２次産業が３３.３％、

第３次産業が６５.２％となり、第３次産業が過半数を占めている。

広域市町村圏別にみると、まず、第１次産業の構成比が大きい広域市町村圏は、順に、吾妻、利根沼田、

渋川地区となっている。第２次産業の構成比が大きい広域市町村圏は順に、東毛、伊勢崎佐波、富岡甘楽と

なっている。最後に、第３次産業の構成比が大きい広域市町村圏は順に、吾妻、前橋、利根沼田となってい

る。（第４図参照）

（第４図）広域市町村圏別市町村内総生産の産業別構成
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次に、特化係数（広域市町村圏のある産業の構成比÷県全体のその産業の構成比）を用いて広域市町村圏の産
業構造の特性をみると、第５図及び第５表のとおりである。

（第５図）産業別市町村内総生産の特化係数
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（第５表）特化係数からみた広域市町村圏別産業構造の特性

広域市町村圏 特化している産業（特化係数が１を超える産業）
前 橋 金融保険業（1.85）、卸小売業（1.66）、サービス（1.22）、公務等（1.05）、

建設業（1.05）、農林水（1.03）
高崎市等 卸小売業（1.26）、サービス（1.21）、金融保険業（1.18）、公務等（1.11）、

建設業（1.07）
渋川地区 鉱業（2.73）、農林水（1.68）、電ガ水(1.41)、建設業(1.25)、不動産業（1.19）、

公務等（1.14）、サービス（1.07）、運輸通信（1.06）
多野藤岡 鉱業（3.92）、公務等（1.29）、不動産業（1.11）、建設業（1.11）、製造業（1.09）、

電ガ水（1.08）、運輸通信(1.08)
富岡甘楽 不動産業（1.23）、農林水（1.17）、製造業（1.14）、運輸通信（1.13）、建設業（1.13）、

公務等（1.12）、電ガ水（1.07）
吾 妻 農林水（4.08）、鉱業（2.50）、電ガ水（1.98）、不動産業（1.49）、建設業（1.40）、

サービス（1.39）、公務等（1.34）
利根沼田 鉱業（3.82）、農林水（2.81）、電ガ水（1.79）、不動産業（1.37）、公務等（1.34）、

建設業（1.31）、運輸通信（1.26）、サービス（1.21）
伊勢崎佐波 製造業（1.43）、運輸通信（1.28）

桐生市外 鉱業（2.17）、電ガ水（1.44）、公務等（1.41）、不動産業（1.22）、金融保険業（1.11）、
建設業（1.09）、農林水（1.09）、サービス（1.06）、運輸通信（1.02）

東 毛 製造業（1.64）
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３ 市町村民所得の分配

（１）概況

平成２１年度の市町村民所得は、３５市町村の合計で５兆９９２２億円、対前年度比３.０％減（平成２０

年度 ７.９％減）となった。これを市町村別にみると、１０市町村で前年度を上回り、２５市町村で前年

度を下回った。（２頁 第２表参照）広域市町村圏別では９広域市町村圏で減少し、減少率が最も大きかっ

たのは桐生市外（６.２％減）で、次いで伊勢崎佐波（４.９％減）、東毛（４.８％減）となっている。

項目別にみると、雇用者報酬はすべての広域市町村圏で減少した。これは主に、雇用者報酬の約９割を占

める賃金・俸給が減少したことによる。雇用者報酬の減少率が最も大きかったのは東毛（８.０％減）で、

次いで桐生市外（７.７％減）、伊勢崎佐波（６.４％減）となっている。

次に財産所得をみると、すべての広域市町村圏で増加した。増加率が最も大きかったのは前橋

（４.５％増）で、次いで高崎市等（３.７％増）、東毛（３.０％増）となっている。

企業所得は８広域市町村圏で増加した。増加率が最も大きかったのは多野藤岡（１６.５％増）で、次い

で利根沼田（１４.６％増）、東毛（７.７％増）となっている。

（第６表）平成２１年度広域市町村圏別市町村民所得

雇 用 者 報 酬 財 産 所 得 企 業 所 得 市 町 村 民 所 得
広域市

所得額 増加率 所得額 増加率 所得額 増加率 所得額 増加率
町村圏

（億円） （％） （億円） （％） （億円） （％） （億円） （％）

前 橋 8,045 -3.8 553 4.5 2,573 7.0 11,171 -1.1

高崎市等 9,724 -3.9 662 3.7 3,264 0.2 13,651 -2.6

渋川地区 2,566 -2.3 170 2.0 553 3.2 3,289 -1.2

多野藤岡 1,558 -4.8 101 2.3 398 16.5 2,058 -0.9

富岡甘楽 1,565 -2.7 110 1.8 412 4.7 2,087 -1.1

吾 妻 1,236 -3.0 84 1.1 281 7.3 1,600 -1.1

利根沼田 1,687 -3.4 118 2.0 453 14.6 2,258 0.0

伊勢崎佐波 5,526 -6.4 369 2.3 1,380 -0.3 7,275 -4.9

桐生市外 3,479 -7.7 265 2.4 738 -1.6 4,482 -6.2

東 毛 9,129 -8.0 607 3.0 2,314 7.7 12,051 -4.8

県 計 44,516 -5.2 3,040 3.1 12,366 4.2 59,922 -3.0

（注）億円未満は各項目ごとに四捨五入しているため、内訳と合計が一致しない場合がある。

市町村民所得の項目別構成をみると、雇用者報酬が７４.３％、財産所得が５.１％、企業所得が２０.６％

となっている。雇用者報酬ではすべての広域市町村圏で７０％を超え、財産所得ではすべての広域市町村圏

で概ね４～５％だった。また、企業所得では１６～２０％の広域市町村圏が多かった。（第６図参照）

（第６図）広域市町村圏別市町村民所得の項目別構成
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（２）広域市町村圏別シェア

市町村民所得総額に占める各市町村圏の割合（シェア）は、前橋１８.６％（前年度１８.３％）、高崎市

等２２.８％（同２２.７％）、渋川地区５.５％（同５.４％）、多野藤岡３.４％（同３.４％）、富岡甘楽

３.５％（同３.４％）、吾妻２.７％（同２.６％）、利根沼田３.８％（同３.７％）、伊勢崎佐波１２.１

％（同１２.４％）、桐生市外７.５％（同７.７％）、東毛２０.１％（同２０.５％）となっている。（第

７図参照）

（第７図）市町村民所得の広域市町村圏別シェア

（３）１人当たり市町村民所得

平成２１年度の市町村民所得総額を平成２１年１０月１日現在の人口で除した１人当たり市町村民所得は、

市町村全体で２９７万９千円となり、前年度と比べて２.９％減となった。（３頁 第３表参照）

これを広域市町村圏別にみたのが第７表である。最も大きいのは前橋（３２８万１千円）で、以下、高崎

市等（３１６万３千円）、東毛（３００万円８千円）と続いている。

１人当たり市町村民所得は、前年度に比べると、８広域市町村圏で減少した。対前年度減少率の最も大き

いのは桐生市外（５.５％減）で、次いで伊勢崎佐波（５.２％減）となった。（第７表参照）

（第７表）広域市町村圏別１人当たり市町村民所得

広域市 実額（千円） 増加率(%) 広域市 実額（千円） 増加率(%)

町村圏 19年度 20年度 21年度 20年度 21年度 町村圏 19年度 20年度 21年度 20年度 21年度

前 橋 3,521 3,317 3,281 -5.8 -1.1 利根沼田 2,657 2,480 2,508 -6.7 1.1

高崎市等 3,580 3,254 3,163 -9.1 -2.8 伊勢崎佐波 3,398 3,145 2,982 -7.4 -5.2

渋川地区 3,104 2,811 2,788 -9.4 -0.8 桐生市外 2,849 2,710 2,562 -4.9 -5.5

多野藤岡 3,127 2,870 2,858 -8.2 -0.4 東 毛 3,506 3,161 3,008 -9.8 -4.8

富岡甘楽 2,827 2,683 2,681 -5.1 -0.1

吾 妻 2,694 2,573 2,582 -4.5 0.4 県 計 3,325 3,067 2,979 -7.8 -2.9
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４ 標準得点

（第８表）平成２１年度１人当たり市町村民所得の標準得点（県平均＝100.0）

市 町 村 名 標 準 得 点 市 町 村 名 標 準 得 点 市 町 村 名 標 準 得 点

前 橋 市 114.93 榛東 村 105.68 東吾 妻町 97.43

高 崎 市 111.72 吉岡 町 104.65 片 品村 90.38

桐 生 市 95.87 上野 村 85.52 川 場村 87.65

伊 勢 崎 市 107.41 神流 町 75.55 昭 和村 106.30

太 田 市 108.35 下仁田 町 86.20 みな かみ町 97.28

沼 田 市 94.61 南牧 村 72.93 玉 村町 108.06

館 林 市 107.07 甘楽 町 100.09 板 倉町 97.66

渋 川 市 101.71 中之条 町 97.88 明 和町 105.23

藤 岡 市 105.82 長野原 町 97.52 千代 田町 108.05

富 岡 市 103.71 嬬恋 村 95.58 大 泉町 114.33

安 中 市 113.72 草津 町 104.43 邑 楽町 107.76

み ど り 市 99.87 高山 村 89.07

市町村民所得の県平均を１００とし、各市町村ごとの数値を比較、計算したものが「標準得点」です。

標準得点は「偏差値」の応用であり、各市町村を経済的側面からとらえた計数として用いられます。

◆標準得点は次の式から求められます。◆

市町村指標値－市町村指標値の平均
標準得点＝１０× ＋１００

標準偏差

市町村指標値（得点）－市町村指標値の平均（平均点）
一般に、

標準偏差 の部分を基準値(ﾉｰﾏﾗｲｽﾞｽｺｱ）と呼んでいます。

ちなみに、標準得点を求めるため、平成２１年度の１人当たり市町村民所得から計算した各数値は、次

のとおりです。

Ｘｉ：ｉ番目の市町村の１人当たり市町村民所得 35
標準偏差 ＝ （Ｘｉ－Ｘ）２

Ｘ ：Ｘｉの単純平均（＝2,680千円） ３５
i=1

＝ 402千円

※なお、標準偏差とはデータ分布のばらつきをみるための一つの方法であり、標準偏差の値が小さくなるほど

平均値に対するばらつきが小さいといえます。（参考：20年度の単純平均は2,699千円、標準偏差は419千円。）
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統 計 表

県 計 ‥‥‥‥‥‥‥15

前 橋 広 域 市 町 村 圏 ‥‥‥‥‥‥‥16

高 崎 市 等 広 域 市 町 村 圏 ‥‥‥‥‥‥‥17

渋 川 地 区 広 域 市 町 村 圏 ‥‥‥‥‥‥‥18

多 野 藤 岡 広 域 市 町 村 圏 ‥‥‥‥‥‥‥19

富 岡 甘 楽 広 域 市 町 村 圏 ‥‥‥‥‥‥‥20

吾 妻 広 域 町 村 圏 ‥‥‥‥‥‥‥21

利 根 沼 田 広 域 市 町 村 圏 ‥‥‥‥‥‥‥22

伊 勢 崎 佐 波 広 域 市 町 村 圏 ‥‥‥‥‥‥‥23

桐生市外六か町村広域市町村圏 ‥‥‥‥‥‥‥24

東 毛 広 域 市 町 村 圏 ‥‥‥‥‥‥‥25

前 橋 市 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 26 甘 楽 町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 44

高 崎 市 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 27 中 之 条 町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 45

桐 生 市 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 28 長 野 原 町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 46

伊 勢 崎 市 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 29 嬬 恋 村 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 47

太 田 市 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 30 草 津 町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 48

沼 田 市 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 31 高 山 村 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 49

館 林 市 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 32 東 吾 妻 町 ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥ ‥‥ 50

渋 川 市 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 33 片 品 村 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 51

藤 岡 市 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 34 川 場 村 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 52

富 岡 市 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 35 昭 和 村 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 53

安 中 市 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 36 みなかみ町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 54

み ど り 市 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 37 玉 村 町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 55

榛 東 村 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 38 板 倉 町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 56

吉 岡 町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 39 明 和 町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 57

上 野 村 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 40 千 代 田 町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 58

神 流 町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 41 大 泉 町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 59

下 仁 田 町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 42 邑 楽 町 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 60

南 牧 村 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 43

注：市町村民経済計算の合計の値と県民経済計算の値（県統計課で別途公表）とは、資料の

制約等により一致しないことがある。
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市町村民経済計算とは

１ 市町村民経済計算の目的

市町村別に経済実態を捉えた統計としては、農林業センサス、工業統計、商業統計など種々の統計が
あるが、それらの統計で市町村のすべての経済活動が把握できるわけではない。市町村民経済計算は、

市町村のすべての産業について包括的に捉えた統計であり、農業からサービス業、さらに、国、県、市

町村や、営利を目的としない団体（労働組合、政党、宗教団体、私立学校など）の活動まで含めて評価

している統計である。このように、巨視的に市町村経済の実態をみることのできる統計は、市町村民経

済計算以外にはなく、市町村ごとの産業構造の分析や市町村経済の県全体に占める位置の把握、他市町

村との比較などが可能となっており、各方面における地域経済の諸分析や各種行政施策の基礎資料とし

て、広く利用されうるものである。

２ 市町村民経済計算の概念

市町村民経済計算は、市町村内における、ある一定期間内（通常１年度間）の経済活動によって、新

たに生産された価値（付加価値）の総量を貨幣価値で評価したものである。

市町村で経済活動が営まれることにより、財貨・サービスが生産され、新たな価値（付加価値）がつ
くりだされる。この付加価値は、労働、土地、資本といった生産要素の提供者にそれぞれ賃金、地代、

利潤として分配され、この分配された価値は、家計や企業などの所得（雇用者報酬、財産所得、企業所

得）として捉えられ、次いでこれらの経済主体からその所得が消費や投資のために支出される。このよ

うに、経済活動は、「生産→分配→支出」という三面で整理した１つの価値の流れとして捉えることが

でき、それぞれの価値の総量は等しく、生産＝分配＝支出という関係が成り立っている（三面等価の原

則）。

市町村民経済計算はこのうち、資料上の制約から、付加価値を生産面と分配面の二面から捉えている。

３ 市町村民経済計算の構成

（１）経済活動別市町村内総生産

生産活動によって新たに生み出された価値（付加価値）の総量について、経済活動別生産主体ごと
に貨幣価値で評価している。

市町村の生産活動は、農業、製造業、サービス業、政府サービス生産者といった各種の経済活動部

門において生産が行われており、これら各経済活動部門によって生産された財貨・サービスの貨幣評

価額を全て合計したものが市町村内における産出額である。

しかし、この産出額には生産活動の中で消費された原材料費、燃料費などの物的経費や他の経済活

動部門から提供を受けたサービスの費用が含まれている。これら生産の過程で消費された費用を中間

投入額といい、産出額から中間投入額を除いたものが市町村内総生産額となる。

この市町村内総生産は、市町村内での経済活動のみを対象としているため、市町村外居住者の市町

村内活動を含み、市町村内居住者の市町村外活動を含まない内ベース（属地主義）によって評価され

ている。

（２）市町村民所得（分配）

市町村内の居住者（家計・企業・政府）が提供した生産要素の対価として分配を受ける所得を表し
たものである。

産出額から中間投入額を除いた総生産から、さらに、機械や建物などの設備の減耗分の価値を除け

ば、生産活動の結果新たに生み出された市場価格ベースの市町村内純生産物の価値が得られる。この

市場価格ベースの市町村内純生産から、消費税、事業税、固定資産税など生産活動に対する費用的性

格を持った税を控除し、市場価格を押し下げる補助金を加算すれば、要素費用表示の市町村内純生産

が得られる。

また、分配においては、所得の元となる生産活動がどこで行われたかにかかわらず、分配を受ける

者が市町村内居住者か否かという民ベース（属人主義）によって評価されている。要素費用表示の市

町村内純生産に市町村外からの純所得を加算することで市町村民所得となる。

４ 用語の解説

＊ 経済活動別分類
経済活動別分類は、取引主体を財貨・サービスの生産及び使用に関与する性格に従って、産業、政

府サービス生産者、対家計民間非営利サービス生産者の３つに分類している。

① 産業



- 63 -

産業は、市場において生産コストをカバーする価格で財貨・サービスを販売することを目的とし

て、いいかえれば、利潤の獲得を目的として財貨・サービスを生産する事業所から構成される。中

心は民間企業の事業所であるが、それ以外にも、政府機関や民間非営利団体の中にも産業に分類さ

れるものがある。また、家計が自己所有する住宅についても、現実には発生していない取引を擬制

して産業に含めている。
② 政府サービス生産者

政府サービスとは、国家の治安や秩序の維持、経済厚生、社会福祉の増進などのためのサービス

で、政府以外によっては効率的かつ経済的に供給されないような、社会の共通目的のために行われ

る性格のものである。政府サービス生産者には、上記の機能を果たす中央および地方の行政機関の

ほか、社会保障給付を目的とする組織や事業団など特定の団体も含まれている。

③ 対家計民間非営利サービス生産者

対家計民間非営利サービス生産者は、個人の自発的な意志に基づく団体として組織され、その活

動は利益の追求を目的とせず、他の方法では便利に提供し得ない社会的・地域的サービスを家計に

提供するものである。その活動資金は会員からの会費や個人、企業、政府からの寄付及び財産収入

によって調達され、運営管理の面や資金調達の面で前記の①②とは異なっているものである。具体

的には、私立学校、宗教団体、労働組合などが該当する。なお、副次活動として営利活動を営む場

合、それは分離して産業に含める。

＊ 帰属計算

帰属計算は、財貨・サービスの提供ないし享受に際して、実際には市場でその対価の受け払いが行

われなかったにもかかわらず、それがあたかも行われたかのようにみなして擬制的取引計算を行うこ

とをいう。

＊ 帰属利子

金融業の生産額を定義するための帰属計算項目であり、金融機関の受取利子および配当と支払利子

の差額をさす。利子は主として他産業の付加価値から支払われたものであるから、それを再び生産と

して取り上げることは二重計算となるが、この帰属計算をせずに金融業の生産額を手数料のみとする

と営業余剰あるいは付加価値までもがマイナスとなり活動実態に合わないものとなってしまう。

＊ 輸入品に課される税・関税
関税、輸入商品税、輸入品にかかる消費税からなり、性格としては生産活動に付随して支払う間接

税であるが、支払った産業が特定できない等の理由により、欄外で一括処理している。

＊ 雇用者報酬

雇用者が労働を提供し、その対価として受け取る賃金・俸給や、社会保障、民間年金、損害保険、

生命保険及びこれと類似の制度について雇主が雇用者に関して負担する負担金などの雇用者のすべて

の受取額を指す。

ここで雇用者とは、市町村内に常時居住地を有し、あらゆる生産活動に常雇、日雇を問わず従事す

る就業者のうち、個人業主と無給の家族従業者を除くすべての者をいい、法人企業の役員、特別職の

公務員、議員、委員なども雇用者に含まれる。

＊ 財産所得

一般政府（国、地方公共団体など）、家計、対家計民間非営利団体（労働組合、政党、宗教団体、
私立学校など）が、自己の所有する資金、土地、無形資産（著作権、特許権など）を貸借し、その見

返りとして得られる所得のことであり、利子、配当、保険契約者に帰属する財産所得および賃貸料の

４つから構成される。

保険契約者に帰属する財産所得とは、保険企業（生命保険、非生命保険、年金基金を含む）から受

け取ることができる保険技術準備金に係る投資所得のことである。保険契約者配当と保険帰属収益が

含まれる。

賃貸料は、土地と無形資産に対するものに限られ、住宅その他の構築物、設備、機械などの再生産

可能な有形固定資産に対する賃貸料は、企業所得の対象となり、財産所得の賃貸料には含まれない。

＊ 企業所得

市町村内に居住する生産者の生産活動から発生した所得のうち、企業の営業活動自身の貢献分であ

る営業余剰・混合所得に、企業が受け取った財産所得を加え、企業が支払った財産所得を控除したも

のである。
営業余剰・混合所得とは、企業会計でいう営業利益に相当し、企業所得は、営業利益に受取利息な

どの営業外収益を加え支払利息などの営業外費用を除いた経常利益に相当する。

企業所得は、民間法人企業、公的企業、個人企業ごとに表示される。
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市町村民経済計算の生産の推計方法

〔総生産＝産出額－中間投入額〕

項 目 推 計 方 法 基 礎 資 料

１ 農 業 １ 産 出 額

(1) 耕種農業、養蚕､ (1) 県産出額×粗生産額の対県比 「群馬農林水産統計年報」

畜産、加工農産物 群馬農政事務所

(2) 獣医業 (2) 県産出額×獣医業従事者数の対県比 「事業所･企業統計調査報告」

総務省統計局

(3) 農業サービス業 (3) 県産出額×農業従事者数の対県比 「事業所･企業統計調査報告」

総務省統計局

２ 中間投入額＝産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値 県民経済計算推計資料

２ 林 業 １ 産 出 額

(1) 育林業 (1) 県産出額×林野面積の対県比 「群馬県森林林業統計書」

県環境森林部

(2) 素材生産業 (2) 県産出額× 「木材需給の現況」

（素材生産額＋栽培きのこ類生産額）の対県比 県環境森林部

県林政課、農政課資料

２ 中間投入額＝産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値 県民経済計算推計資料

３ 水 産 業 １ 産 出 額

(1) 内水面養殖業 (1) 県産出額×養殖販売金額の対県比 「漁業センサス結果報告書」

群馬農政事務所

(2) 内水面漁業 (2) 県産出額×市町村別漁場所在漁協収入の対県比 県蚕糸園芸課資料

２ 中間投入額＝産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値 県民経済計算推計資料

４ 鉱 業 １ 産 出 額 「事業所･企業統計調査報告」

県産出額×鉱業従業者数の対県比 総務省統計局

２ 中間投入額＝産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値 県民経済計算推計資料

５ 製 造 業 １ 産 出 額

(1) 工業統計分 (1) （製造品出荷額等＋年末在庫額－年初在庫額） 「群馬県の工業」

×年度転換比率 県統計課

従業者3人以下の事業所の出荷額等及び29人以 「事業所･企業統計調査報告」

下の事業所の在庫額について補完推計した。 総務省統計局

年度転換比率＝県民経済計算の値

（控除）2181砕石製造業 ※ 2181砕石製造業は鉱業へ分離した。

(2) と畜業 (2) 県産出額×と畜事業営業収益の対県比 「市町村公営企業会計決算概況」

県市町村課

２ 中間投入額

(1) （原材料使用額等＋間接費）×年度転換比率 県民経済計算推計資料

従業者3人以下の事業者の原材料使用額につ

いて、出荷額と同様に補完推計した。

間接費＝産出額×間接比率

年度転換比率＝県民経済計算の値

※ 2181砕石製造業は鉱業へ分離した。

(2) 産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値 県民経済計算推計資料
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項 目 推 計 方 法 基 礎 資 料

６ 建 設 業 １ 産 出 額 県民経済計算推計資料

(1) 建築工事 (1) 県民経済計算の値×市町村別決定価格の対県比 「固定資産の価格等の概要調書」

a 民間建築工事 県市町村課

b 公共建築工事

(2)土木工事 (2) 県民経済計算の値×建設業従事者数の対県比 「事業所･企業統計調査報告」

a 民間土木工事 総務省統計局

b 公共土木工事

(3) 修繕工事 (3) 県民経済計算の値×住宅床面積の対県比

a 民間分

b 公共分

２ 中間投入額＝産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値 県民経済計算推計資料

７ 電気･ガス･水道業 １ 産 出 額

(1) 廃棄物処理業 (1) 県産出額×廃棄物処理業従業者数の対県比 「市町村の財政状況」

県市町村課

(2) 水道業 (2) a 市町村分 「市町村公営企業決算概況」

法適 営業収益－受水費＋消費税 県市町村課

法非適 県産出額×営業収益の対県比 県民経済計算推計資料

b 県分

県産出額×世帯数の対県比 「事業所･企業統計調査報告」

c 工業用水道 総務省統計局

県産出額×工業用水道アロケ率 「照会資料」

県企業局水道課

(3) ガス業 (3) 県産出額×世帯数の対県比 「群馬県統計年鑑」

県統計課

(4) 電気業 (4) a 民営分 「県公営企業決算概況」

発電部門 県産出額×常時出力の対県比 県企業局

送配電部門 県産出額×世帯数の対県比

b 公営分 県産出額×営業収入の対県比

２ 中間投入額

(1) 産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値 県民経済計算推計資料

(2) a 市町村分

営業費用－職員給与費

－その他付加価値分－減価償却費

b 県分

産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値

c 工業用水道

産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値

(3),(4) 産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値

８ 卸 売・ 小 売 業 １ 産 出 額

(1) 民間卸売 (1) 県産出額×年間商品販売総額の対県比 「群馬の商業」

(2) 民間小売 (2) 県産出額×年間商品販売総額の対県比 県統計課

(3) 公的企業分 (3) 県産出額×農政事務所職員数の対県比 「照会資料」

群馬農政事務所

２ 中間投入額

(1),(2),(3)

中間投入額＝産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値 県民経済計算推計資料
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項 目 推 計 方 法 基 礎 資 料

９ 金融・保険業 １ 産 出 額 県民経済計算推計資料

(1) 金融業 (1) a 民間金融機関 「照会資料」

(2) 保険業 県産出額×金融業従業者数の対県比 日本郵政

b 公的金融機関 「事業所･企業統計調査報告」

県産出額×公的金融業従業者数の対県比 総務省統計局

(2) 県産出額×保険業従業者数の対県比

２. 中間投入額

(1),(2)

中間投入額＝産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値 県民経済計算推計資料

10 不 動 産 業 １ 産 出 額

(1) 不動産仲介業 (1),(3) 「事業所･企業統計調査報告」

(2) 住宅賃貸業 県産出額×不動産従業者数の対県比 総務省統計局

(3) 不動産賃貸業 (2) 県産出額×住宅総床面積の対県比 「固定資産の価格等の概要調書」

県市町村課

２ 中間投入額＝産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値 県民経済計算推計資料

11 運輸・通信業 １ 産 出 額

(1) 運輸業 (1) a ＪＲ旅客：県産出額×乗車人員の対県比 「陸運要覧」

a 鉄道業 ＪＲ貨物：県産出額×取扱収入の対県比 群馬運輸支局

私鉄：県産出額×駅数の対県比

索道：県産出額×スキー場数の対県比

b 道路運送業 b 旅客自動車＝一般乗合＋一般貸切

＋一般乗用＋特定

県産出額×車両数の対県比

貨物自動車＝除路線＋路線

除路線：県産出額×車両数の対県比

路線：県産出額×運送収入の対県比

c 水運業 c 水運業 県産出額×水運業事業所数の対県比 「事業所･企業統計調査報告」

d 航空運輸業 d 道路輸送施設提供業 総務省統計局

県産出額×従業者数の対県比

e 道路輸送施設提供業 e 路外駐車場

県産出額×自動車保有台数対県比 「群馬県統計年鑑」

自動車ターミナル

県産出額×貨物自動車産出額の対県比

高速道路 「照会資料」

県産出額×高速道路延長距離の対県比 県道路整備課

f その他の運輸業 f その他の運輸業

県産出額×倉庫業･運輸に附帯するｻｰﾋﾞｽ業

従業者数の対県比

(2) 通信業 (2) 「国勢調査」

a 郵便業 a 県産出額×郵便職員数の対県比 総務省統計局

b 電信・電話業 b 県産出額×人口の対県比 「事業所･企業統計調査報告」

c その他の c 県産出額×電気通信従業者数の対県比 総務省統計局

通信サービス業

２ 中間投入額＝産出額×中間投入比率

中間投入比率＝全国値 県民経済計算推計資料

12 サ ー ビ ス 業 １ 産 出 額

県産出額×従業者数の対県比 「事業所･企業統計調査報告」

総務省統計局

２ 中間投入額＝産出額×中間投入比率

中間投入比率＝全国値 県民経済計算推計資料
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項 目 推 計 方 法 基 礎 資 料

13 政府サービス生産者 政府サービス生産者の産出額は、生産コスト（雇用者

報酬＋中間投入＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課さ

れる税）に等しい。なお、政府サービス生産者におけ

る供給面と需要面には以下の関係がある。

1 雇用者報酬 5 商品・非商品販売

2 中間投入 6 自己消費のための

3 固定資本減耗 サービス生産

4 生産・輸入品

に課される税

供 給 面 需 要 面

（産出額＝投入計）

１ 産出額 「市町村の財政状況」

県産出額×市町村歳出決算総額の対県比 県市町村課

２ 中間投入額＝産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値 県民経済計算推計資料

14 対家計民間非営利 生産勘定の定義は、政府サービス生産者に準じる。

サービス生産者 １ 産 出 額 「事業所･企業統計調査報告」

県産出額×従業者数の対県比 総務省統計局

２ 中間投入額＝産出額×中間投入比率

中間投入比率＝県民経済計算の値 県民経済計算推計資料

15 輸入品に課される 県民経済計算産出額×総生産の小計の対県比 県民経済計算推計資料

税・関税

16 （控除）総資本形 県民経済計算産出額×総生産の小計の対県比 県民経済計算推計資料

成に係る消費税

17 （控除）帰属利子 県民経済計算産出額×金融保険業の産出額の対県比 県民経済計算推計資料
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市町村民経済計算の分配の推計方法

項 目 推 計 方 法 基 礎 資 料

１ 雇 用 者 報 酬
(1) 賃 金 ・ 俸 給 (1)

① 現金・現物給与 ①
a 農 業 a 農家分＋農業法人事業体分 「県民経済計算」県統計課

農家分＝農家１戸当たり雇用労賃×農家数 「国勢調査」総務省統計局
農業法人事業体分＝県の値 「農林業センサス」

×農業雇用者数の対県比 農林水産省
b 林 業 b 林家分＋官公雇用分＋林業法人事業体分 「県民経済計算」県統計課

林家分＝林家１戸当たり雇用労賃×林家数 「国勢調査」総務省統計局
官公雇用分＝県の値×林業雇用者数の対県比 「農林業センサス」
林業法人事業体分 農林水産省

＝県の値×林業雇用者数の対県比

c 水 産 業 c 県の値×水産業雇用者数の対県比 「県民経済計算」県統計課
「国勢調査」総務省統計局

d 鉱 業 d 常勤役員を含む常用雇用者給与－常勤役員 「県民経済計算」県統計課
製 造 業 給与＋日雇分給与 「国勢調査」総務省統計局
建 設 業 常勤役員を含む常用雇用者給与＝常勤役員を 「事業所・企業統計」
電気･ガス･水道業 含む常用雇用者数×年度１人当たり 総務省統計局
卸売･小売業 平均給与 「工業統計調査」県統計課
金融･保険業 常勤役員給与＝役員数×二重雇用比率×常勤 「国民経済計算」内閣府
不 動 産 業 役員比率×年度１人当たり平均給与× 市町村直接調査
運輸･通信業 常勤役員給与格差
サ ー ビ ス 業 日雇分＝日雇数×二重雇用比率×年度１人当
公 務 たり日雇平均給与

② 役員給与手当 ② 役員総数×年度１人当たり役員平均給与 「県民経済計算」県統計課
「国勢調査」総務省統計局
市町村直接調査

③ 議員 歳費等 ③ 議員・委員数×１人当たり歳費・報酬 「地方財政状況調査表」
県市町村課

「群馬県職員録」

④ 給与住宅差額 ④ 県の値×常用雇用者数の対県比 「県民経済計算」県統計課
家賃 「国勢調査」総務省統計局

⑤ 有給家族従業者 ⑤ 家族従業者数×有給割合×年度１人当たり 「県民経済計算」県統計課
平均給与 「国勢調査」総務省統計局」

(2)雇主の現実社会負担 (2)
① 雇主の強制的 ① 政府管掌の社会保険制度、健康保険組合、共

現実社会負担 済組合、災害補償基金、児童手当制度等
（雇用者数＋役員数）×１人当たり平均負担額 「県民経済計算」県統計課

「国勢調査」総務省統計局
② 雇主の自発的 ② 退職年金制度（税制適格退職年金制度）等

現実社会負担 非農林水産業現金・現物給与総額 「県民経済計算」県統計課
×県の雇主の自発的現実社会負担の比率

(3) 雇主の帰属社会負担 (3)
① 退職 一時金 ① 非農林水産業現金・現物給与総額 「県民経済計算」県統計課

×退職一時金率 「国勢調査」総務省統計局

② 無基金雇用者 ② 県の値×公務就業者数の対県比 「県民経済計算」県統計課
社会負担 「国勢調査」総務省統計局

③ そ の 他 ③ 非農林水産業現金・現物給与総額×その他の率 「県民経済計算」県統計課
「国勢調査」総務省統計局



- 69 -

項 目 推 計 方 法 基 礎 資 料

２. 財産所得
(1) 一 般 政 府 (1)

（受取） 一般政府受取利子＋保険契約者に帰属する財産 「県民経済計算」県統計課
所得 「国勢調査」総務省統計局

国・県分及び保険契約者に帰属する財産所得 「地方財政状況調査表」
＝県の値×人口の対県比 「市町村公営企業会計決算

市町村分は、地方財政状況調査表から参照 概況」県市町村課

（支払） 一般政府負債利子＋賃借料
（一般政府負債利子） 「県民経済計算」県統計課
国・県分＝県の値×人口の対県比 「国勢調査」総務省統計局

「地方財政状況調査表」
市町村分は、地方財政状況調査表から 県市町村課

「県民経済計算」県統計課
（賃借料） 「国勢調査」総務省統計局
国・県分＝県の値×人口の対県比 「移動人口調査」県統計課
市町村分は、直接調査 市町村直接調査

(2) 家 計
① 利 子 ①
（受取） a 一般預貯金利子 「県民経済計算」県統計課

県の一般預貯金利子と信託利子の合計 「国勢調査」総務省統計局
×人口の対県比

b 社内預金利子
県の値×常用雇用者数の対県比 「県民経済計算」県統計課

「国勢調査」総務省統計局
c 有価証券利子

県の値×人口の対県比 「県民経済計算」県統計課
「国勢調査」総務省統計局

（支払） 県の値×人口の対県比
「県民経済計算」県統計課

② 配 当 ②県の値×役員数の対県比 「国勢調査」総務省統計局
（受取）

「県民経済計算」県統計課
③ 保険契約者に ③県の値×人口の対県比 「国勢調査」総務省統計局

帰属する財産
所得 「県民経済計算」県統計課

④ 賃 貸 料 ④県の値×宅地決定価格総額の対県比 「固定資産等の概要調書」
県市町村課

(3) 対家計民間非営 (3)
利団体 県の値×人口の対県比 「県民経済計算」県統計課
（受取）（支払） 「国勢調査」総務省統計局

３. 企 業 所 得 営業余剰＋受取財産所得－支払財産所得と定義する。
(1) 民間法人企業 (1) 県の値×市町村民税法人税割額の対県比 「県民経済計算」県統計課

（法人企業の分 市町村直接調査
配所得受払後）

(2) 公 的 企 業 (2) 国・県関係と市町村関係に分けて推計 「県民経済計算」県統計課
国・県関係は、県の値を人口の対県比で按分 「国勢調査」総務省統計局
市町村関係は、直接調査 市町村直接調査

(3) 個人企業 (3) 営業余剰・混合所得－支払財産所得 「県民経済計算」県統計課
a 農 林 水 産 業 a 県の値×業主数対県比 「国勢調査」総務省統計局

「県民経済計算」県統計課
b その他の産業 b 県の値×業主数対県比 「国勢調査」総務省統計局

「県民経済計算」県統計課
c 持 ち 家 c 県の値×人口の対県比 「国勢調査」総務省統計局
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